


目 次

○ 相続税・贈与税

・ 平均寿命の推移 １

・ 家計の金融資産残高の推移 ２

・ 外国為替制度改正の経緯（概要） ３

・ 在外邦人数の推移 ４

・ 相続税の超過累進税率 ５

・ 相続税の実際の負担（個人で電器店を営むＡさんのケース） ６

・ 相続税の実際の負担（上場企業役員Ｂさんのケース） ７

・ 相続税の実際の負担（個人で本屋を営むＣさんのケース） ８

・ 相続税の課税価格階級別の課税件数と課税価格の構成比（平成９年分） ９

・ 相続税の課税件数と税額の累積割合（平成９年分） 10

・ 相続税の財産種類別構成割合 11

・ 相続税の主な改正 12

・ 相続税の課税状況の推移 13

・ 課税価格階級別の相続税負担率の比較（昭和62年と平成９年） 14

・ 平成11年度の税制改正に関する答申（抄） 15

・ 平成12年度の税制改正に関する答申（抄） 16

・ わが国における相続税の納税義務の範囲（12年度改正前） 18



・ 課税対象拡大の範囲（12年度改正後） 19

・ 相続税の延納制度の概要 20

・ 我が国の相続税の沿革 21

・ 我が国の贈与税の課税体系の沿革 22

・ 生命保険金に係る課税状況の推移 23

・ 退職金に係る課税状況の推移 24

・ 贈与税の課税方式の類型 25

・ 株式評価方法の体系（原則） 26

・ 取引相場のない株式の評価方式 26

・ 取引相場のない株式の評価方法の改正 28

○ その他の資産課税等

・ 登録免許税法の沿革（主要な改正） 29

・ 国税収入・登録免許税収入の推移 30

・ 集団投資スキームと登録免許税・不動産取得税等（現行） 31

・ 企業組織等に関連する法制・企業会計の改正の動向 32

・ 主な商業登記に対する登録免許税の税率 33

・ 印紙税法の沿革（主要な改正） 34

・ 印紙税法の主な改正内容 35

・ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の概要 36



・ 地価税の概要 37

○ 税収

・ 所得・消費・資産等の税収構成比の推移（国税） 38

・ 所得・消費・資産等の税収構成比の推移（国税＋地方税） 39







  外 国 為 替 制 度 改 正 の 経 緯（概 要）  

 

○ 1980 年 12 月 外為法の全面改正実施 
・ 対外取引の原則自由化 
→ 対外送金の許可制廃止（ただし、500 万円相当額超の寄附・贈与は要許可）、海外不

動産取得の事前届出制廃止、指定証券会社を経由する証券取得を原則自由化 
（注）為銀主義、一部の届出・事前許可は残る 
 

○ 1986 年 5 月 外為法の一部改正実施 
・ オフショア市場の創設（86 年 12 月） 
 

・89 年～  累次、居住者海外預金・海外送金の許可基準緩和 
・ 寄附・贈与のための海外送金の自由化 
・ 500 万円相当額以下は許可不要（従前）→ 1,000 万円相当額以下は許可不要（95 年 7 月） 

・ 居住者海外預金の自由化 
・ 500 万円相当額以下は許可不要（89 年 7 月）→ 1 億円相当額以下は許可不要（94 年 3 月）
→ 2 億円相当額以下は許可不要（96 年 4 月） 

 
○ 1998 年４月 外為法の抜本的改正実施 

・ 内外資本取引等の事前許可・届出制の原則廃止 
→ 海外預金保有、対外送金、クロスボーダーの証券取引等の自由化 

・ 外国為替業務の自由化 
→ 外国為替公認銀行、両替商制度の廃止  等 

 
国外送金等に係る調書提出制度の創設 



在外邦人数の推移
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相続税の実際の負担（個人で電器店を営むＡさんのケース） 
 

Ａさんの場合 
○ 妻・長男と電器店を営んでいたＡさんの遺産は、秋葉原駅付近にある店舗、銀行預
金などあわせて 11.4 億円  （このうち、土地（330 ㎡）が 10 億円） 

○ 残された家族（妻・子２人）は、妻が土地を、２人の子がその残りを相続し、店は
妻と長男が続けていくことに 

 

 遺  産  総  額 （１１．４億円） 

預金・建物など（１．４億円） 土地（１０億円） 
 

                       路線価（相続税評価額） 
                       は公示地価の８割   

相続税法上の正味課税遺産額（９．４億円） 

預金・建物など（１．４億円） 土地（８億円） 

 
 

課税価格の合計額（３億円） 

預金・建物など 
（１億 4,000 万円） 

土地 
   (1 億 6,000 万円) 

                                           基礎控除（８，０００万円） 
                                         〔5,000 万円＋1,000 万円×法定相続人数〕 

課税遺産額（２億 2,000 万円） 

 
   

妻 
１億 1,000 万円 

長男 
5,500 万
円 

長女 
5,500 万
円 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

[妻]     [長男] [長女] 

10％ 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 

 800 万円以下 
  800万円～1,600万円 
1,600万円～3,000万円 
3,000万円～5,000万円 
5,000 万円～  1 億円 
  1 億円  ～  2 億円 
  2 億円  ～  4 億円 
  4 億円  ～ 20 億円  
 20 億円超 

 税額控除  
[配偶者の税額軽減] 
法定相続分又は１億 6,000
万円のいずれか大きい額に
対応する税額を控除 

 各人の納付税額  
 妻：０円 
 長男・長女：各 1,200 万円 

最終的な相続税負担は
…？ 
遺産 11.4 億円に対し
て、税額合計 2,400 万円
 
 
 遺産額の２．１％  

 小規模宅地等の課税の特例  
事業を継続する場合には、宅地の課
税価格を評価額よりも 8割軽減 
（330 ㎡まで） 

法定相続分で按分 
妻が 1/2 
長男・長女が各 1/4

［相続税の超過累進税率表］ 
相続税の総額を算出 

各人が実際に相続した
課税価格に応じて相続
税総額を配分 

1,200 万円 1,200 万円 2,740 万円

妻 
長 
男 

長 
女 

(控除) 

2,740 万円 

相続人ごとに法定相続
分に応じた税率を適用

(5,140 万円)



相続税の実際の負担（上場企業役員Ｂさんのケース） 
 
Ｂさんの場合 
○ 上場企業の役員Ｂさんの遺産は、家族（妻・子３人）と暮らしていた松涛 
にある自宅、銀行預金と死亡保険金などあわせて２億 8,750 万円（このうち、土地
（200 ㎡）が１億 8,750 万円） 

○ 残された家族はこれまで通り自宅で生活することに 
 

遺 産 総 額 （２億 8,750 万円 ＝ 約３億円）  

預金など（4,000 万円） 土地（１億 8,750 万円） 
死亡保険金(2,000万円) 
死亡退職金(4,000万円) 

 
 
 
                              
 

相続税法上の正味課税遺産額（約２．１億円） 

預金など（4,000 万円） 土地（１億 5,000 万円） 死亡退職金 
（2,000万円） 

 
 
       小規模宅地等の課税の特例   

居住を継続する場合には、宅地の課税 
価格を評価額よりも８割減額（200 ㎡まで）      
 

課税価格の合計額（９，０００万円） 

預金など 
（4,000 万円） 

土地 
(3,000万円） 

死亡退職金 
（2,000万円） 

 
 
                   基礎控除（９，０００万円） 

   [5,000 万円＋1,000 万円×法定相続人数] 
 
 

課税遺産額＝０ 

 
 
 
 
 

相続税は課税されない 

 
相続税が課税される割合は…？ 

 
死亡者数１００人に対して、 
約５人（平成９年分） 

土地は路線価で評価 
（公示地価の８割） 

死亡保険金・死亡退職金は一定額まで非課税 
［ 各々 500 万円 × 法定相続人数 ］ 



相続税の実際の負担（個人で本屋を営むＣさんのケース） 
 
Ｃさんの場合 
○ 妻と２人で本屋を営んでいたＣさんの遺産は、吉祥寺駅前にある店舗、銀行預金な
どあわせて約３億円（このうち、土地（230 ㎡）が約 2億 2,000 万円） 

○ 残された家族（妻・子３人）で話し合った結果、妻が店舗を相続して、当面、一人
で店を続け、中堅会社役員を務める長男をはじめ３人の子は残りの財産を相続 

 

遺 産 総 額 （ 約３億円）  

預金・事業用 
資産など 

（2,000 万円） 
土地（2億 1,875 万円） 死亡保険金(5,500万円) 

 
 
 
                              
 

相続税法上の正味課税遺産額（約２．３億円） 

預金・事業用資
産など 

（2,000 万円） 
土地（１億 7,500 万円） 

死亡保険金 
（3,500 万円） 

 
       小規模宅地等の課税の特例   

事業を継続する場合には、宅地の課税 
価格を評価額よりも８割減額（330 ㎡まで）      
 

課税価格の合計額（９，０００万円） 

預金・事業用
資産など 

（2,000 万円） 

土地 
(3,500 万円) 

死亡保険金 
（3,500 万円） 

 
 
                   基礎控除（９，０００万円） 

   [5,000 万円＋1,000 万円×法定相続人数] 
 

課税遺産額＝０ 

 
 
 
 

相続税は課税されない 

 
相続税が課税される割合は…？ 

 
死亡者数１００人に対して、 
約５人（平成９年分） 

土地は路線価で評価 
（公示地価の８割） 

死亡保険金は一定額まで非課税 
［ 500 万円 × 法定相続人数 ］ 









〇 相 続 税 の 主 な 改 正

区 分 抜 本 改 正 前 抜本改正（昭和63年12月） 平 成 ４ 年 度 改 正 平 成 ６ 年 度 改 正
（昭和63年１月１日以降適用） （平成４年１月１日以降適用） （平成６年１月１日以降適用）

ἄ 遺産に係る基礎控除
定額控除 ２,０００ 万円 ４,０００ 万円 ４,８００ 万円 ５,０００ 万円

法定相続人数比例控除 ４００万円× 法定相続人の数 ８００万円× 法定相続人の数 ９５０万円× 法定相続人の数 1,000万円×法定相続人の数

ἄ 税 率 10％ 200万円 以下 10％ 400万円 以下 10％ 700万円 以下 10％ 800万円 以下
15〃 500万円 〃 15〃 800万円 〃 15〃 1,400万円 〃 15〃 1,600万円 〃
20〃 900万円 〃 20〃 1,400万円 〃 20〃 2,500万円 〃 20〃 3,000万円 〃
25〃 1,500万円 〃 25〃 2,300万円 〃 25〃 4,000万円 〃 25〃 5,000万円 〃
30〃 2,300万円 〃 30〃 3,500万円 〃 30〃 6,500万円 〃 30〃 １億円 〃
35〃 3,300万円 〃 35〃 5,000万円 〃 35〃 １億円 〃 40〃 ２億円 〃
40〃 4,800万円 〃 40〃 7,000万円 〃 40〃 1億 5,000万円 〃 50〃 ４億円 〃
45〃 7,000万円 〃 45〃 １億円 〃 45〃 ２億円 〃 60〃 20億円 〃
50〃 １億円 〃 50〃 1億 5,000万円 〃 50〃 2億 7,000万円 〃 70〃 20億円 超
55〃 1億 4,000万円 〃 55〃 ２億円 〃 55〃 3億 5,000万円 〃
60〃 1億 8,000万円 〃 60〃 2億 5,000万円 〃 60〃 4億 5,000万円 〃
65〃 2億 5,000万円 〃 65〃 ５億円 〃 65〃 10億円 〃
70〃 ５億円 〃 70〃 ５億円 超 70〃 10億円 超
75〃 ５億円 超

（１４段階） （１３段階） （１３段階） （９段階）

ἄ 配偶者に対する相続税額の 遺産の２分の１又は 4,000万円 配偶者の法定相続分又は 8,000 配 偶 者 の 法 定 相 続 分 又 は
軽減 のいずれか大きい金額に対応す 万円のいずれか大きい金額に対 １億 6,000万円のいずれか大き

る税額まで控除 応する税額まで控除 い金額に対応する税額まで控除

ἄ 死亡保険金の非課税限度額 ２５０万円× 法定相続人の数 ５００万円× 法定相続人の数

ἄ 死亡退職金の非課税限度額 ２００万円× 法定相続人の数 ５００万円× 法定相続人の数

ἄ 税額控除
未成年者控除 ２０歳までの１年につき３万円 ２０歳までの１年につき６万円

障害者控除 ７０歳までの１年につき３万円 ７０歳までの１年につき６万円

特別障害者控除 ７０歳までの１年につき６万円 ７０歳までの１年につき12万円

〇 小規模宅地等の相続税の課税の特例の改正

区 分 減 額 割 合

ἄ居住又は事業の継続と 事業用 ４０ ％ ６０ ％ ７０ ％
いう要件を満たす事業 ８０ ％
用宅地又は居住用宅地 居住用 ３０ ％ ５０ ％ ６０ ％

ἄ上記以外の事業用宅地 事業用 ４０ ％ ６０ ％ ７０ ％
５０ ％

又は居住用宅地 居住用 ３０ ％ ５０ ％ ６０ ％

ἄ不動産貸付、駐車場用 事業規模 ４０ ％ ６０ ％ ７０ ％
５０ ％

宅地等 それ以外 ４０ ％ ０ ％ ０ ％



○ 相 続 税 の 課 税 状 況 の 推 移

区 分 死 亡 者 数 ・ 課 税 件 数 等 合 計 課 税 価 格 相 続 税 額

被 相 続 人 被相続人 被相続人

死亡者数纊 課税件数褜 褜／纊 １人当たり 合計額鍈 １人当たり 納付税額銈 １人当たり 銈／鍈

年 次 法定相続人数 金額 金額

人 人 ％ 人 億円 千円 億円 千円 ％

昭和６２ 751,172 59,008 7.9 3.93 82,509 139,826 14,343 24,307 17.4

６３ 793,014 36,468 4.6 3.68 96,380 264,286 15,629 42,855 16.2

平成 元 788,594 41,655 5.3 3.90 117,686 282,525 23,930 57,449 20.3

２ 820,305 48,287 5.9 3.86 141,058 292,124 29,527 61,148 20.9

３ 829,797 56,554 6.8 3.81 178,417 315,480 39,651 70,112 22.2

４ 856,643 54,449 6.4 3.85 188,201 345,647 34,099 62,625 18.1

５ 878,532 52,877 6.0 3.81 167,545 316,858 27,768 52,515 16.6

６ 875,933 45,335 5.2 3.79 145,454 320,843 21,058 46,449 14.5

７ 922,139 50,729 5.5 3.72 152,998 301,599 21,730 42,835 14.2

８ 896,211 48,476 5.4 3.71 140,774 290,399 19,376 39,970 13.8

９ 913,402 48,605 5.3 3.68 138,635 285,228 19,339 39,788 13.9

（備 考）댰 死亡者数は、「人口動態統計」（厚生省）による。

댰 課税件数等は、「国税庁統計年報書」による。

댰 相続税課税件数は、相続税の課税があった被相続人の件数である。

댰 納付税額には納税猶予額は含まない。

댰 被相続人１人当たり法定相続人数の計数は当初申告による人数である。ただし、昭和63年分には、更正の請求により納付税

額がゼロとなった者の計数が含まれている。











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被相続人 

相続人 

  国内財産  国外財産 

被相続人 

相続人 

  国内財産  国外財産 

被相続人 

相続人 

  国内財産  国外財産 

被相続人 

相続人 

  国内財産  国外財産 

＜国内＞ ＜国外＞ 

無制限納税義務者 
⇒全世界の財産に課税 

無制限納税義務者 
⇒全世界の財産に課税 

制限納税義務者 
⇒国内財産に課税 

制限納税義務者 
⇒国内財産に課税 

わが国における相続税の納税義務の範囲（12 年度改正前）



課税対象拡大の範囲（12年度改正後）

相続人・受贈者 国

内 国 内 に 住 所 な し

に

住 日本国籍あり

所 日本国籍なし

あ 国 外 居 住 国 外 居 住

被相続人・贈与者 り ５ 年 以 下 ５ 年 超



国 特 国
 改 

国内に住所あり 内 別 国 内
改 正 改

・ 措 内 財
正 前 正

国 置 国 財 産
前 は 前

外 に 外 産 の
ど ど

国外居住 財 よ 財 の み
５年以下 お お

国 産 り 産 み 課
内 り り
に と  に  税 

住

所 も も
な

し 国外居住 に 課
５年超

課 税

説

（注）住所・国籍の有無、居住期間の計算は財産取得の時を基準とする。

部分が変更点


